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1.設計計画 

1.1 設計路線の推進工計画 

設計路線の推進工計画の概要は下記のとおりである。 

表-1.1.1 検討概要 

項目 検討概要 備考 

1.1.1 推進工区間の計画概要 R4 過年度設計の推進工区間の直上流区間は、開削

工から推進工に変更。 

以上より、推進工区間は全長で 91ｍから 222m に

変更。 

また、発進と到達立坑の候補地を 3箇所選定。 

 

1.1.2 設計区間の地質概要 本業務にて追加調査（ボーリング、室内試験、試

掘）を行い、その結果を整理した。 

結果は最大礫径が 300mm、礫の含有率が 70％、石

英の含有率 42％、一軸圧縮強度 120kNm2（花崗閃

緑岩）であった。 

 

1.1.3 推進工区間の線形計画 平面線形計画の条件整理と、「1.1.1」の項で選定

した立坑候補地について、作業ヤードを含めた発

進または到達立坑設置の可否を判断。 

結果 

〇上流立坑（立坑 1） 

発進、到達ともに設置可能 

〇中間立坑（立坑 2） 

  発進、到達ともに設置可能 

〇下流立坑（立坑 3） 

 到達のみ設置可能（作業ヤードのスペースよ

り発進立坑の設置は不可） 

 

1.1.4 推進工の施工方法の決定 R4 過年度設計の小口径管推進工法（φ600）の採

用可否を検討し、本現場条件での採用は不可と判

断された（70m 程度までが推進可能延長とのメー

カー回答）。 

以上より、大中口径管推進工法（φ800）を採用し、

スパン割りを1スパンまたは2スパンに分けて比

較検討を行い、経済的な1スパン案を採用。 

石英の含有

率が小口径

管推進工法

の採用可否

に影響。 

1.1.5 推進工区間の工法選定 大中口径管推進工法の刃口式、泥水式、土圧式、

泥濃式のうち、採用が可能な泥水式、泥濃式にて

比較を行い、経済的な泥濃式を採用。 

なお、土圧式は国土交通省の積算基準がなく、施

工条件が泥水・泥濃式が該当しない場合に適用と

なることから、本設計では適用外とした。 

 

以降に各項目の検討詳細を示す。 

1.1.1 推進工区間の計画概要 

R4 過年度設計により、県道 62号横断区間は、推進工にて計画をされている。推進工法採用に

至った経緯は、既設管が推進工で横断していること及び、通行量の多い県道横断部の開削が不

可能である(道路幅が狭く、迂回路の設置が不可能、半車線毎の片側交互通行も車線確保が出来

ないため、開削施工とする場合には全面通行止めが前提となる)。 

以上より、周辺の宅地状況と推進立坑の設置可能な位置(借地・占用可能な場所)まで距離を

延伸して工区を決定している。 

 また、本設計では更に上流区間の開削区間を推進化する計画である。この「新規推進工区間」

は、現道以上に公図上の道幅は狭く、上水道、下水道が混在することに加え、宅地が密集して

おり開削条件は厳しい。 

よって、推進工区間を延伸し、開削に起因する周辺民家への工事実施の影響を少なくする目

的である。 

 特に推進工事の傾向は、口径により掘進距離が制限されるが、距離を延ばした方が、機器損

料、立坑工事費が距離で按分されるためｍ単価は資材、掘進手間の金額に近づいていく。 

 下記に設計済み推進工区間と新規区間を明示する。 

 

 

 
図-1.1.1.1 推進工区間説明図 

  

開削から推進工に変更 

立坑 1 

立坑 2 

立坑 3 

1



 

① 推進工法を適用する上流側開削区間平面図 

 

 
図-1.1.1.2 推進工区間説明図 

 

② 推進工区間平面図（下流側推進区間 R4 年度設計※） 

 
図-1.1.1.3 推進工区間説明図 

 

※R4過年度設計の推進工区間の仕様 

県道横断推進工 φ600 N＞50 程度：Dg 砂礫土主体の工区で採用工法は「泥土圧吸引排土」

を選定され、この推進管内に VM-400 の内挿管を挿入する。 

 

 

(1)推進区間の線形計画、立坑位置の検討（発進・到達立坑） 

現地状況を把握して延伸した推進工区と R4過年度設計の推進工区間を一連で再検討を行う。 

基本的には、下流側になる推進工区間線形の変更はない。 

設計後の協議により、発進立坑の位置の補正、到達立坑の位置の補正を行うものとする。 

 

1)推進区間の状況（現地写真） 

①民地が近接しており、騒音、振動対策が必要である。 

②作業時には市道を占有することになる。 

③立坑は市道の車道内に位置し通行止めとなるため、交差点に対応した交通誘導員による交

通規制が必要である。 

 

次ページに推進工区間の平面図を示し、現地状況を添付する。 

   

2



（推進区間 2スパンの場合を示す） 
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写真-1.1.1.1 上流側推進工区間 開削工との工区境        写真-1.1.1.2 上流側推進工区間 仮設ヤードの設置が可能な畑 

 

 

 
写真-1.1.1.3 上流側推進工区間                   写真-1.1.1.4 上流側推進工区間 

 

 

 

 
写真-1.1.1.5 上流側推進工区間                  写真-1.1.1.6 上流側推進工区間 

 

  

仮設ヤードの設置が可能な畑  

 
写真-1.1.1.7 下流側推進工区間 管渠起点部上流側から望む     写真-1.1.1.8 推進工区間 仮設ヤードの設置が可能な畑(右側) 

 

 

 

写真-1.1.1.9 下流側推進工区間 両側民家隣接(立坑配置・難)       写真-1.1.1.10 下流側推進工区間 現場条件の変移 

 

 

 

写真-1.1.1.11 下流側推進工区間 県道62号の遠景          写真-1.1.1.12 下流側推進工区間 県道62号を望む 

                         

  

数年前の左岸側は駐車場であった
が、現在は賃貸家屋となっている 

右側植栽は、事業反対者の
家屋垣根 

仮設ヤードの設置が可能な畑 
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長方形

櫻井佑(SAKURAITasuku)
長方形



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1.1.1.13 下流側推進工区間 県道62号を望む            写真-1.1.1.14 県道62号端から県道遠景 

 

 

 

写真-1.1.1.15 下流側推進工区間 県道を超えて 民家密集地へ       写真-1.1.1.16 下流側推進工区間 左側は宅地進入路 

  

 

 

写真-1.1.1.17 下流側推進工区間 民家密集地            写真-1.1.1.18 下流側推進工区間 市道末端県道へ 

 

       

 

右側植栽は、事業反対者の
家屋垣根 

右側植栽は、事業反対者の
家屋垣根 

右側植栽は、事業反対者の
家屋垣根 

右側植栽は、事業反対者の
家屋垣根 

左側電柱下、民家のフェンス
が無い  

県道 175号線 

(2)推進区間立坑位置の検討 

1) 立坑配置の検討 

周囲の土地利用状況から、立坑配置の可否を判定する。 

前述の現地写真、地下埋設構造物を記載した平面図をもとに立坑配置の可能な位置を模索す

る。この場合、立坑配置が決定した時点で推進延長も確定となる。 

検討は以下の基本方針で行うものとする。 

 

基本方針 

① 各発進・到達立坑は、市道路上に配置する。 

② 各立坑は、ライナー構造のため GL-2ｍ以深は存置が多いことから市道上に収める。 

③ 各立坑内には、小口径の水道などの圧力管は、取り込み可能（管路自体の安全性を確保す

れば、送配水に影響はない）である。 

④ 下水管は、自然流下で且つ管の勾配設定がパーミリと非常に緩いことから、立坑内に取り

込むことは、推進施工時、復旧後、管路勾配を変化させて下水機能を損なうことが懸念され

る。従って、可能な場合には立坑内には取り込まず立坑の離隔を確保して影響を与えない位

置を策定する。 

⑤ 同様に、下水のマンホール箇所も離隔を確保して下水の機能を損なわない配慮を行う。 

⑥ 下水管の施工は、簡易土留工などにより掘削・埋め戻しが行われている。 

 この掘削範囲は、地山よりも強度が劣るため（埋め戻しの密度は 90～95％で地山に比して密

度が小さい）、下水管路からなるべく離隔を確保したほうが良い。 

⑦ 道路幅が狭いため、立坑築造、推進施工時は道路を全面通行止めにする必要がある。 

 従って、通行止めの条件でも隣接民家の生活（通用口の確保等）に支障が無い様に計画する。 

⑧ 発進立坑は、市道脇の土地利用状況から、畑のある上流側（次頁立坑1または立坑 2）にし

か設置出来ない。下流側を発進立坑とした場合には、道路上での施工となり通行止めによる

影響が大きくなることから適していない。 

 

上記の基本方針を踏まえて、立坑の設置可能な位置を勘案した推進延長根拠図を次頁に示す。 
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1)立坑の位置選定 

R4 過年度設計により発進立坑（立坑 2）として適用可能な位置を示す。   

 

 

図-1.1.1.4 発進立坑計画配置案 

 

発進立坑の計画は、下水のマンホールを避けた位置で計画する。立坑位置隣接の農地は借

地が可能である。 

 

 写真-1.1.1.18 立坑2設置位置 
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櫻井佑(SAKURAITasuku)
多角形

櫻井佑(SAKURAITasuku)
多角形

櫻井佑(SAKURAITasuku)
多角形

櫻井佑(SAKURAITasuku)
多角形

櫻井佑(SAKURAITasuku)
多角形



2)到達立坑（立坑 3）の位置選定(発進としては不可) 

 到達立坑（立坑 3）の設置位置を示す。なお、この位置は発進立坑としては不可である。 

 

 

図-1.1.1.5 到達立坑計画配置案（立坑 3） 

 

到達立坑の計画は、下水のマンホール、管路を避けた位置で計画した。 

 

 

写真-1.1.1.19 立坑3設置位置 

 

3)上流側推進工区間適用の立坑位置選定（立坑1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1.1.1.6 上流側の立坑位置（立坑 1）借地可能箇所(赤枠内) 

借地不可 

借地不可 

借地不可 
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立坑 1の仮設ヤード配置した場合のレイアウト案(航空写真の赤枠範囲) 

 

 
図-1.1.1.7 上流側の立坑位置（立坑 1）借地可能箇所仮設配置図(赤枠内) 

 

3)立坑の配置現地写真 

①発進立坑（R4過年度設計 立坑 2） 

 

 
写真-1.1.1.20 発進立坑 

 

②到達立坑（R4過年度設計 立坑 3） 

 

 
写真-1.1.1.21 到達立坑 

 

仮設ヤード 
予定地 

発進立坑 
(R4 過年度設計で決定) 

到達立坑 
(R4 年度設計で決定) 

仮設ヤード 
予定地 
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③上流側新規区間立坑設置場所（本設計 立坑 1）※ 

 

 

写真-1.1.1.8 R5 年度推進工区間 上流側立坑 

 

この新設する立坑の課題点を以下に示す。 

 

※上流側立坑設置の課題 

① 借地占用可能な筆(土地)は「地番 2661-1」宅の１筆のみで、周囲は借地占用不可であ

る。この筆には新規の花園揚水機場の配管も行われる。 

② 既設地下埋設配管の下水、水道では、道路幅が狭いため過去の施工は「通行止め」にて
行われたと推察される。 

③ 立坑のレイアウトは、勘案して施工可能な推進工法協会に仮設レイアウトなどを提示
しアドバイスを貰った結果、規模が大きくなる発進立坑の場合は、道路上に占用して先

述の「地番 2661-1」筆内で仮設機器を配置すれば可能である。 

④ 規模が小さい到達立坑の場合でも、道路上の占用で通行止めは必須である。この到達時でも「地

番2661-1」の筆を借地する。 

⑤ 隣接する架空線は移設が必要である。 
 

 

借地不可 

借地不可 

借地不可 

借地可能 

立坑設置位置 
(本設計で決定) 

 

(3)適用基準等 
推進工の設計を行う上での適用基準等は下記の通りである。 

 
表-1.1.1.1 適用基準等一覧表 

文献名 発行 発行者 

下水道推進工法の指針と解説 2010 年版 日本下水道協会 

推進工法体系Ⅰ～Ⅲ 2023 年版 日本推進技術協会 

推進工法用設計積算要領 

小口径高耐荷力管推進工法編 
2022年改訂版 日本推進技術協会 

推進工法用設計積算要領 

発進及び到達編 
2020年改訂版 日本推進技術協会 

下水道用設計標準歩掛表 

第 1 巻 管路 
令和 5年度版 日本下水道協会 

水道事業実務必携 2023 年版 全国簡易水道協議会 

道路土工 仮設構造物工指針 平成 11 年 3 月 日本道路協会 
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1.1.2 設計区間の地質概要 

R4 年度設計で引用した地質資料に新たに令和 5 年度に試掘、再調査した結果を添付する。

今回の調査のポイントは、礫径、レキの性質・強度など推進工事の礫層地盤での掘進の判定

要素に重要な諸元を確認する。 

  

R4
過
年
度
で
引
用
し
た
地
質
資
料
 

 

 

 
R4 年度設計で引用した地質資料 
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 R4 年度設計で引用した地質資料 

 

R4 年度設計で引用した地質資料 
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櫻井佑(SAKURAITasuku)
長方形



 

R4 年度設計で引用した地質資料 

 

R4 年度設計で引用した地質資料 
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本設計の地質調査による結果 

試掘により、通過断面の砂礫の強度及び物質特性を把握した。 

特に礫の物質判定では、「石英の含有」が掘進延長の可否判断をする目安になっている。 

これは、石英が掘進機のビット、面板の摩耗に大きく関与するためである。 

以降に、通過断面の Dg2 調査のまとめと石英の含有による掘進機ビット摩耗について

の文献を添付する。 

 

 
以降に地質縦断図を示す。 
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L=235m 
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他地区事例：岩盤シールドの掘削面板、カッター、ビット摩耗計算の条件表 

 

上記のとおり石英の含有は、摩耗計算に大きく関与している。 

推進工では、アンクルモールスーパー工法の掘進機ローラーカッター取り付け工の歩掛

には、「岩石中の石英含有率が 30％以上の場合の対応延長は別途考慮する」という記載もあ

る。 

以上より、掘進延長は、岩、砂礫の強度以外にこの石英含有要素が影響を与える。 

 
上記-研究発表会講演論文集 平成 25 年度 P.105-106, 2013-10-24 日本応用地質学会より 
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上記-研究発表会講演論文集 平成 25 年度 P.105-106, 2013-10-24 日本応用地質学会より 
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1.1.3 推進工区間の線形計画 

先述の 1.1.1 章で示した通り、推進工の適用延長を延伸することになった。 

これにより当該推進区間延長は、約 222ｍの距離となる。 

 

(1) 推進工区間の提示 

下記に推進工区間の説明図を添付する。 

① 推進工法を適用する上流側開削区間平面図 

 
図-1.1.3.1 上流側推進工区間説明図 

 

② 下流側推進工区間平面図 

 
図-1.1.3.2 下流側推進工区間説明図 

  

(2) 推進工区間の平面線形留意点 

推進工区間の平面線形設定には下記の点を留意する。 

「線形は、約 222ｍを 1工区の一括工事、2工区の分割工事も共通とする」 

 

1) 平面線形の設定条件 

① 発進立坑、到達立坑の設置可能な位置は、隣接する民地の占用、借地可能となる場所を選定

する。 

② 上記立坑は、構造が撤去できず、一部存置(坑口部の金物等)になるため、構造配置を考慮し

て民地内に存置とならない計画線形を設定する。 

③ 上水道、下水道、既設農水管が道路上に埋設しているため、線形、構造が競合するのは必然

となる。したがって各構造の離隔の確保、仮設立坑内に取り込む、移設するなど事前に計画の方

針決定のための事前協議を行う。 

④ 立坑の配置は、工事区間の道路幅が 3～4ｍと狭小のため道路内に設定することになる。 

このため通行止めの工事となることから、近隣住民の通行不可の区間の影響が少なくなるように

配慮する。 

⑤ 現況道路と、公図の用地境界に差異があるため、地形図の公図範囲・境界線を優先して計画

を設定する。 

⑥ 推進工事は、仮設資材の搬入頻度が多いため工事用通路の確保に留意する。 

⑦ 架空線が隣接しているため、立坑配置時に影響が出る電柱・架空線移設の事前協議を行う。 

 

2) 推進工による平面線形計画条件 

① 全線約 222ｍにおいて 1工区：一括工事の場合の推進口径は、小口径高耐荷力推進工事の施

工延長(最大 140ｍ：下表参照)を外れるため、大中口径推進工の呼径 800ｍｍを適用する。 

下記に小口径高耐荷力推進工事の施工延長を示す。 

  

上記-「推進工法用設計積算要領 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法編 2022年版 
 (公社)日本推進技術協会」P34より抜粋 
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② 全線約 220ｍにおいて 2工区：分割工事の場合の推進口径は、R4 過年度設計を準用し小口径

高耐荷力推進工事の呼径 600ｍｍを採用する。 

また、上記小口径推進工が適用できない場合は、全線一括工事と同じく大中口径推進工の呼径

800ｍｍを適用する。 

③ 推進工区間の曲線設定最小目安は、呼径の 100 倍とする。 

（これ以下の急曲線施工も可能であるが、地区的条件でほぼ直線の道路線形に制約され適用条件

に今回は合致しない） 

曲線半径 Rが大きいと、日進量が低減されず工期短縮、施工コストの縮減となるため採用線形

は大きな方が望ましい。 

 

参考：呼径 600ｍｍの場合 

下表より、急曲線は R＝50ｍである。 

 

 
  

上記-R4過年度設計 採用工法「泥土圧吸引排土 エースモール工法資料」より抜粋 

 

参考：呼径 800ｍｍの場合  

下表より急曲線は R＝30ｍ、R＝80ｍ以上は曲線の低減が無い。 

 

 
上記-「推進工法用設計積算要領 泥濃式推進工法編 2022 年版 

 (公社)日本推進技術協会」より抜粋 

 

④ 推進工の発進立坑からの曲線設定、および S字平面線形の場合の折り返しには必ず直線区間

を 10ｍ以上設ける。この直線区間設定は、各工法協会で差異があるが安全側を採用している。 

「上記③の参考資料 エースモール工法引用の赤線部を参照」 

 

※直線 10ｍ以上設定の必要性 

・発進立坑：初期掘進で推進方向の確定のため必要 

・Ｓ字曲線造成：方向変更の機体の反力確保の必要性で直線が必要 

 

次ページに平面図に線形を配慮する箇所を示す。 

  

30以上 40以上 50以上 60以上 70以上 80以上 90以上 100以上 150以上 200以上 250以上

40未満 50未満 60未満 70未満 80未満 90未満 100未満 150未満 200未満 250未満 300未満

　　Ｒ(ｍ)

呼び径

800 0.6 0.7 0.8 0.8 *

900 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 * *

0.9 * * * * *

* *

* *

*

1000 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 * * * *

0.8 0.9
Ｒ135未満適用

1100 0.6 0.6 0.7 0.7 *

1200 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9
Ｒ120未満適用

0.7 0.8 0.9 0.9
Ｒ110未満適用 * *

*

0.7 0.9

* * *

1500 ― ― ― ― *0.7 0.7 0.7 0.9 * *

1350 ― 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7

* *

2000 ― ― ― ―

0.9
Ｒ165未満適用 * *

1800 ― ― ― ― ― ―

1650 ― ― ― ― ― 0.7

掘進速度比

〔凡例〕

0.8 0.9
Ｒ220未満適用 *

*

2200 ― ― ― ― ― ― ― 0.7

― ― 0.7 0.7 0.9 *

0.7 0.8 0.9
Ｒ180未満適用

― 採用にあたっては各工法協会へ問合わせる。 ― 適用範囲外* 呼び径×100以上― 採用にあたっては各工法協会へ問合わせる。 ― 適用範囲外* 呼び径×100以上
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(3)線形検討結果 

 各地点での配置検討結果を以下に示す。 

1) 上流推進延伸区間 

① 立坑構築部(発進立坑の設置可否・到達立坑の占用範囲) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1.1.3.4 上流側の立坑位置借地可能箇所(赤枠内) 

借地不可 

借地不可 

借地不可 

借地可 
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② 立坑設置可否 

航空写真の赤枠の借地と公図の道路内に収める仮設計画の立案 

発進立坑設置可否の検討：発進立坑は可能である 

最大となる仮設ヤードを必要とする呼び径 800ｍｍの配置図を協会に施工可否を査定してもらい 

可能となった。小口径 600ｍｍ推進工はこの占用よりも小さいため問題なし。 

 

図-1.1.3.5 上流側の立坑位置 発進立坑とした場合 

※到達立坑設置可否の検討：到達立坑は可能である 

 

図-1.1.3.6 上流側の立坑位置 到達立坑とした場合 
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③ 推進発進立坑及び仮設ヤード設置可否 

平面図にて赤枠の借地と公図の道路内に収める仮設計画の立案 
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図-1.1.3.7 上流側の立坑位置借地可能箇所仮設配置図(赤枠内) 

 

赤枠着色借地可能 
「地番 2661-1」 
発進立坑+ヤード配置可能 

資材搬入・残土搬出 
開削の管路の仮設範囲 

超流セミシールド工法技術協会聞き取り 

・排土吸引車は、バックで進入可能 

・現在の仮設配置で概ね良い 
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④ 参考とした仮設ヤード占用形態図 

推進発進立坑及び仮設ヤード設置参考図 

呼径 800ｍｍ大中口径推進工法・泥濃式推進工法の仮設配置参考図を示す。 

 

 

図-1.1.3.8 呼径 800ｍｍ大中口径推進工法・泥濃式推進工法の仮設配置参考図 

 

呼径 600ｍｍ小口径高耐荷力管推進工法・泥土圧吸引排土の仮設配置参考図を示す。 

 

図-1.1.3.9 呼径 600ｍｍ小口径高耐荷力管推進工法・泥土圧吸引排土の仮設配置参考図 

2) R4 過年度設計 推進区間の発進立坑の場合の計画補正 

発進立坑構築部(発進立坑の占用範囲の補正) 

最大となる仮設ヤードを必要とする呼び径 800ｍｍを配置図した。 

 

図-1.1.3.10 発進立坑仮設配置図(呼径 800ｍｍ) 

 

写真-1.1.3.1 発進立坑全部私道全景 

  

通行の確保 
発進立坑を上流に 1ｍ後退 

通行の確保 
発進立坑を上流に 1ｍ後退 

発進立坑ヤード 
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3) 到達立坑の位置補正(発進としては不可) 

R4 過年度設計の計画から交渉条件で補正。 

借地交渉により範囲を確定した。借地範囲は 9.2ｍ×10.0ｍの範囲で、奥側に数本の植木を含む

が、植木は撤去できない。 

最大の占用となる、呼径 800ｍｍの到達では、推進機マシンの回収のため 16トン以上のトラック

クレーンの配置が必須である。また、平積み 25ton トラックがマシンを回収するが、この車両は

現道上に待機する。 

架空線の移設、フェンスの撤去・復旧、水道管の移設などを行う。 

 
図-1.1.3.11 到達立坑計画配置案 

 

写真-1.1.3.2 到達立坑 

立坑上に覆工板設置 

フェンス撤去 
架空線移設 
 

到達立坑 
(R4 過年度設計で決定) 

フェンス撤去 
架空線移設 
 

 

 

次ページに平面図に線形を配慮する箇所を示す。 

写真-1.1.3.3 到達立坑ヤード 

写真-1.1.3.4 到達立坑ヤード 
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立坑配置 OK 

到達仮設配置再設定 

(4)推進区間線形検討結果 
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仮設配置再設定 

立坑配置 OK 

到達仮設配置再設定 
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(5)到達立坑（推進工終点）付近の平面線形 

 到達立坑より下流側の道路は変則的な交差点となっているため、推進延長を伸ばし開削施工

の回避について検討を行った。 

 検討の結果、最小 Rと言われる R=30～50ｍの場合には、宅地下または敷地への線形となるこ

とや隣接した作業ヤードの確保が困難であったため、現計画位置（到達立坑位置）を推進延長

の終点と設定した。 

 
 

 
 

図-1.1.3.12 平面線形検討図 

(宅地) 

R＝40、50m ともに 
線形が建物にかかる 

R＝30m の場合には 
敷地内にかかる 

 
(6)推進工区間の縦断線形 

本設計で計画する推進工は市道下に埋設する推進区間①と、市道下及び県道下に埋設する推

進区間②の 2区間である。（下図参照） 

推進工の 2 区間には水道・下水道・NTT の既設埋設物が道路に沿って埋設されており、推進

管はその既設埋設物の下方へ計画する。 

そのため、推進工の縦断計画は各道路の最小土被りと既設構造物とのクリアランスにより、

大なる方で決定する。 

 

 

図-1.1.3.13 位置図 
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1)最小土被り及びクリアランスの聞き取り結果 

 道路や水道・下水道・NTT の各管理者に、最小土被りと必要とするクリアランスの聞き取り

を行った。その結果は下表のとおりである。 

 

表-1.1.3.1 各管理者からの聞き取り結果 

 
 

2)最小土被り及びクリアランスの採用値 

a)最も深い位置に存在する既設埋設物 

 道路の最小土被りは既設構造物の土被り以下であり、最も深い施設は下水道のマンホールと

なる。（以降の平面縦断図を参照） 

 

イ）水 道 

詳細は不明であるが、管理者より土被り 1.20m 相当と聞いている。 

ロ）下水道 

管網図より各マンホール地点の管底高から、マンホール下端を推定し埋設深を算出す

ると、推進区間①で 1.8m 相当、推進区間②で 3.1m 相当である。 

ハ）ＮＴＴ 

管理者より地盤面からケーブル下端で 1.62m の高さと確認した。 

 

以上から、ロ）下水道のマンホールが最も深い位置に存在する。（以降の縦断図を参照） 

 推進工の平面線形は、下水道マンホールの真下を通る区間もあれば、近接する区間もある。

本設計では、下水道マンホールへの影響を考慮し、近接する下水道マンホールも推進工の真上

にあるものとみなし、クリアランスを確保する。 

 

 以降に、各管理者より入手した水道、下水道の管網図、NTT の試掘資料を示す。

項目 基準値などの根拠 確認日 備考

管理者指定 基準など

道路（市道） 0.80 R5.6.1 水道の値のようである

道路（県道） 1.20 R5.6.1

項目 基準値などの根拠 確認日 備考

管理者指定 基準など

水道 0.32 0.30
他地区事例
管路又はマンホール下端からのクリアランス

R5.6.1 管の外面から

下水道 0.30 0.30
他地区事例
管路又はマンホール下端からのクリアランス

R5.6.1 管の外面から

NTT １ｄ以上 0.30
他地区事例
ケーブルや施設などからのクリアランス

R5.6.2

最小土被り
(m)

クリアランス
(m)

1.20
公道下
設計基準「パイプライン」P275より
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イ）水道 管網図 

 

〇：立坑計画位置を示す。 
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ロ
）
下
水
道
 
管
網
図
 

 

〇
：
立
坑
計
画
位
置
を
示
す
。
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ハ）ＮＴＴ県道横断部試掘資料 

 

県道 

b)下水道マンホールからのクリアランス 

 表-1.1.3.1 のクリアランスを適用すれば、マンホールの下端より 30cm の余裕となるが、こ

の値は開削工事を主とした余裕と考える。 

 推進工事の場合は、特に地表面の沈下や周辺の緩みなどに留意する必要があり、不測の事態

なども考慮すれば、適切なクリアランスを確保することが重要となる。 

但し、各基準で推進工を対象とした“クリアランス”についての記述はないため、本設計で

は「解説・工作物設置許可基準」の河底横過トンネルによる土被り（1.5D 以上）を適用し、下

水道マンホール下端からのクリアランスとして確保する。 

 

 

 
上記-「解説・工作物設置許可基準」P101、P105 より抜粋 

c)下水道マンホールの構造推定 

 本設計では下水道マンホールの下端からクリアランスを確保するが、マンホールの構造が不

明である。よって、全国ユニホール工業会のカタログより寸法を推定し図-1.1.3.14 のとおり

とする。なお、マンホールの規格は 1号と推定する。 

 上記-全国ユニホール工業会のカタログより抜粋 

管底高(管網図より) 
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上記-全国ユニホール工業会のカタログより抜粋 

 

 
図-1.1.3.14 下水道マンホール下端からのクリアランス 

 

(3)管心高の設定 

以降に、上記のクリアランスを確保した管心高（縦断図）を示す。
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図-1.1.3.15 推進工縦断図 
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